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１．住宅局関係予算総括表

（単位：百万円）

平成３０年度 前 年 度 対 前 年 度

予 算 額 予 算 額 倍 率

（A） （B） （A／B）

149,829 150,319 1.00

10,194 9,800 1.04

1,600 1,700 0.94

111,476 110,079 1.01

うち 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 2,700 2,300 1.17

うち 密 集 市 街 地 総 合 防 災 事 業 3,200 2,700 1.19

うち 災害時拠点強靱化緊急促進事業 3,000 3,000 1.00

うち 地 域居住機能再生推進事業 26,700 24,500 1.09

うち 耐 震 対 策 緊 急 促 進 事 業 12,000 12,000 1.00

うち スマートウェルネス住宅等推進事業 30,500 32,000 0.95

うち 地 域 型 住 宅 グ リ ー ン 化 事 業 11,500 11,400 1.01

うち
長 期 優 良 住 宅 化 リ フ ォ ー ム
推 進 事 業

4,200 4,100 1.02

25,132 25,310 0.99

1,000 3,000 0.33

427 430 0.99

8,262 8,262 1.00

うち 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 7,382 6,262 1.18

100 100 1.00

158,191 158,681 1.00

16,002 16,756 0.96

うち 環 境 ・ ス ト ッ ク 活 用 推 進 事 業 10,221 10,357 0.99

174,193 175,437 0.99合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

災 害 復 旧 等

小　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

住 宅 市 場 整 備

都 市 環 境 整 備

事 項 備 考

住 宅 対 策

公 的 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策

公 営 住 宅 整 備 費 等 補 助

住 宅 市 街 地 総 合 整 備

都 市 再 生 機 構

住 宅 金 融 支 援 機 構

住 宅 建 設 事 業 調 査 費 等

１．本表のほか、社会資本整

備総合交付金等がある。

2．本表のほか、東日本大震

災からの復旧・復興対策に係

る経費（平成30年度）として、

156百万円がある。

3．計数は、整理の結果異動

することがある。

他局計上分を含む。
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２．財政投融資等

（単位：百万円）

前年度(A) 平成30年度(B) 比較増△減額 倍率(B/A)

（独）住宅金融支援機構 2,523,757 2,451,568 △ 72,189 0.97

財政融資資金 93,100 68,100 △ 25,000 0.73

自己資金等 2,430,657 2,383,468 △ 47,189 0.98

（独）都 市 再 生 機 構 1,364,241 1,347,082 △ 17,159 0.99

財政融資資金 442,000 346,400 △ 95,600 0.78

自己資金等 922,241 1,000,682 78,441 1.09

3,887,998 3,798,650 △ 89,348 0.98

財政融資資金 535,100 414,500 △ 120,600 0.77

自己資金等 3,352,898 3,384,150 31,252 1.01

（注）１．自己資金等には、（独）住宅金融支援機構26,048億円、（独）都市再生機構500億円

　の財投機関債を含む。

２．（独）住宅金融支援機構における自己資金等は、証券化支援事業における買取実績・

　市場金利等の動向により変動する可能性がある。

３．（独）都市再生機構は、都市再生勘定に係る業務分である。

４．（独）都市再生機構は、このほかに宅地造成等経過勘定に係る業務分として、

　債券1,000億円がある。

区　　　　　　　分

合　　　　　計
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Ⅲ．重点施策のポイント 

  

 平成３０年度住宅局関係予算については、以下の分野における施策を中心に重

点的に取り組むこととする。 

ⅰ）既存住宅の質の向上と流通促進による住宅市場の活性化 

ⅱ）少子高齢化・人口減少に対応した住まい・まちづくり 

ⅲ）災害等に強い安全な暮らしの実現 

ⅳ）良質な住宅・建築物の整備等 

 その際、新たな投資を促す誘発効果の高いもの、緊急性の高いもの、民間のノ

ウハウを活かした既存ストックを有効活用するものについて重点的に支援し、限

られた予算の中で最大限の効果の発現を図る。 

 

 

 

 

住宅の維持管理やリフォームの適切な実施により、高齢者等が所有する住宅

の価値が低下せず、良質で魅力的な既存住宅として市場で評価され、資産とし

て流通する、新たな住宅循環システムの構築を支援する。 

また、既存住宅の流通・リフォーム市場の活性化により、若年・子育て世帯

等が少ない負担で住宅を取得できる環境を整備する。 

  さらに、急増する空き家について、除却・活用や相談体制の整備等に向けた

取組を促進するとともに、高齢化等が見込まれる住宅団地における持続可能な

居住環境の形成を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．既存住宅の質の向上と流通促進による住宅市場の活性化 
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① 既存住宅流通・リフォーム市場の活性化 

【長期優良住宅化リフォーム推進事業 国費：42 億円（1.02 倍）】 

【住宅瑕疵等に係る情報インフラ整備事業 国費：1.2 億円（皆増）】 

【住宅ストック維持・向上促進事業 国費：9.75 億円（1.00 倍）】 

 

既存住宅ストックの長寿命化等に資するリフォームの取組を支援するとと

もに、住宅瑕疵等に係る情報インフラの整備により、適切な維持管理やイン

スペクション等を促進し、既存住宅ストックの品質向上等を図る取組に対す

る支援を行う。 

   また、長寿命化等の取組を行った住宅が市場において適切に評価される流

通・金融等も含めた一体的な仕組みの開発等に対して支援を行うことにより、

良質な住宅ストックの形成と既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図る。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた施策＞ 

○成果指標 （住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年 3 月 18 日閣議決定）において設定） 

  ・ 既存住宅流通の市場規模 ４兆円（H25） ⇒ ８兆円（H37） 

・ リフォームの市場規模 ７兆円（H25） ⇒ 12 兆円（H37） 

  ・ 建物状況調査（インスペクション）を受けて既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の既存住宅流通量に占

める割合 ５％（H26） ⇒ 20％（H37） 
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 ② 空き家対策の強力な推進 

【空き家対策総合支援事業 国費：27 億円（1.17 倍）】 

【空き家対策の担い手強化・連携モデル事業 国費：3 億円（皆増）】 

【社会資本整備総合交付金等の内数（空き家再生等推進事業）】 

 

少子高齢化の進展等により急増する空き家について、壊すべきものは除却

し、利用可能なものは活用するとともに、事前に発生を抑制するための取組

も併せて進めていくことが必要となっており、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」に基づき、市町村において「空家等対策計画」の策定が進んでい

ることを踏まえ、同計画に基づいて実施される除却や利活用等を支援し、総

合的な空き家対策の一層の推進を図る。 

   また、空き家に関する多様な相談に対応できる人材の育成や、法務・不動

産・建築等の専門家等との連携体制によるプラットフォームの構築を図ると

ともに、空き家の発生抑制など多様な課題の解決に向けたモデル的な取組に

対する支援を行う。 

 

＜空き家対策の担い手強化・連携モデル事業の概要＞ 
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③ 住宅団地における持続可能な居住環境の形成 

【社会資本整備総合交付金の内数（住宅市街地総合整備事業）】 

 

良好な居住環境を有するものの急激な高齢化や空き家の発生等が見込まれ

る住宅団地について、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、住宅市

街地総合整備事業に、地域のまちづくり活動、既存ストックを活用した高齢

者・子育て世帯の生活支援施設等の整備、若年世帯の住替えを促進するリフ

ォーム等を総合的に支援する住宅団地ストック活用型を新たに創設する。 

 
   ＜住宅団地の現状・特徴と起きている問題＞ 

 

□ 5ha 以上の住宅団地は全都道府県に約 3,000 所在。 

□ 概ね半数が三大都市圏に立地。 

□ 住宅団地が所在する市区町村のうち約 6 割が住宅団地に対して問題意識を有する。 

（高齢者が多い、生活利便施設の不足、空き家の増加など）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜住宅団地ストック活用型による住宅団地の再生のイメージ＞ 
































